
旧永山武四郎邸及び旧三菱鉱業寮アドバイザー会議設置要綱 

 

平成２９年２月２４日 市民文化局長決裁 

（設置） 

第１条 旧永山武四郎邸及び旧三菱鉱業寮の歴史的建造物としての適切な保存と活

用の推進にあたり、専門的な立場から意見を聴くため、旧永山武四郎邸及び旧三菱

鉱業寮アドバイザー会議（以下「アドバイザー会議」という。）を設置する。 

 

（組織） 

第２条 アドバイザー会議は、次に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) 内部委員（札幌市職員）１名 

 (2) 外部委員（学識経験者等）４名以内 

２ 委員の任期は 1 年とし、再任を妨げない。 

 

（委員長及び副委員長） 

第３条 アドバイザー会議に委員長及び副委員長各 1 名を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選による。 

３ 委員長は、アドバイザー会議の会務を総理する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

 

（所掌事務） 

第４条 アドバイザー会議は、次に掲げる事項について、意見交換を行うものとする。 

（1）旧永山武四郎邸及び旧三菱鉱業寮の保存・管理に関すること。 

（2）旧永山武四郎邸及び旧三菱鉱業寮の活用に関すること。 

（3）上記の他、旧永山武四郎邸及び旧三菱鉱業寮に関すること。 

 

（会議） 

第５条 アドバイザー会議の会議は、必要に応じて市民文化局長が招集する。 

２ 委員長はアドバイザー会議の会議の議長となる。 

３ アドバイザー会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

４ アドバイザー会議の会議は、公開とする。ただし、その会議における議題が札幌

市情報公開条例第 7 条に規定する非公開情報を扱う場合は非公開とする。 

 

（庶務） 

第６条 アドバイザー会議の庶務は、市民文化局文化部文化財課において行う。 

 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザー会議の運営について必要な事項

は、文化部長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 



 

旧永山武四郎邸及び旧三菱鉱業寮アドバイザー会議委員名簿 

 

 

（外部委員五十音順） 

氏名 所属等 分野 

池ノ上 真一 北海道教育大学函館校国際地域学科准教授 歴史的建造物活用 

小澤 丈夫 

北海道大学大学院工学研究院教授 

文化財保護審議会委員 

空間計画 

角 幸博 

北海道大学名誉教授 

文化財保護審議会委員 

文化財建造物 

平井 卓郎 北海道大学名誉教授 木造建築構造 

前田 真子 札幌市市民文化局文化部長 行政 

 


